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利用者氏名               様 

 

事業所名 あすかフィジカルセンター 鶴川  

 

 

      医療法人社団 明日佳 

 

 



１ 事業者概要 

事業者の名称   医療法人社団明日佳 

法人代表者氏名  理事長 大矢 正俊 

法人所在地    東京都町田市能ヶ谷４丁目７番１３号 リジエール鶴川１階 

電話番号     042-860-3088 （FAX 042-708-0206） 

設立年月日    平成 8 年 8 月 21 日 

ホームページ   https://asuka-group.jp 

２ 事業所概要 

事業所の名称   あすかフィジカルセンター鶴川 

事業所の住所   東京都町田市能ヶ谷６丁目２番５０号 

営業日      月曜日から土曜日（休日：日曜、祝祭日、12/30～1/3） 

営業時間     午前 8 時 30 分から午後 17 時 30 分 

電話番号     042-708-0057 （FAX 042-708-0206 ） 

指定事業所番号  1373206802 号 （令和２年 10 月 1 日指定） 

３ 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

要介護状態、要支援状態、事業対象者にあるご利用者に対して適正な通所介護、第一号通所事業

（介護予防通所型サービス）を提供することを目的とします。 

（２）運営の方針 

事業所の従事者は、要介護・要支援・事業対象者状態等の心身の特徴を踏まえて、ご利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようさらに

利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るた

めに、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。事業の実施に

あたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めます。 

４ 職員体制と職務内容（全単位共通） 

   管理者     １名   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、当該

事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 

 生活相談員   １名以上 利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護の業務に従事すると

ともに、事業所に対する通所介護の利用申込に係る調整の補助、及び他

の従事者と協力して通所介護計画、介護予防通所型サービス計画の作成

等を行い、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な相談業務の提供

にあたる。 

   看護職員    １名以上 利用者の心身の状況を的確に把握し、必要な日常生活上の健康管理、療

養上の相談業務を行ない、緊急時にはその対応を行なう。 

 介護職員    ４名以上 利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康

管理、その他必要な業務の提供にあたる。 

   機能訓練指導員  1 名以上 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言

を行う。 

 



 

５ 利用定員 

  一単位目 ４４名 二単位目 ４４名 

６ 営業日・営業時間・サービス提供時間 

営  業  日 月曜日～土曜日（但し、祝日年末年始 12/30～1/3 を除く） 

営 業 時 間 8:30～17:30  

提 供 時 間 一単位目  9:00～12:00  二単位目 13:20～16:20 

７ 通常の事業の実施地域 

  町 田 市 能ヶ谷、鶴川、広袴、真光寺、大蔵、金井、薬師台、野津田、小野路、本町田、玉学 

園、東玉川学園、成瀬台、三輪、三輪緑山、南大谷、山崎、図師 

川崎市麻生区 岡上、上麻生、下麻生、王禅寺西、王禅寺東、白山、黒川、南黒川、栗木、栗木台、栗

平、片平、白鳥、五力田、 

  ※上記の市町村以外であってもサービスの提供は可能です。 

ただし、その場合は別紙利用料金表に記載の交通費を申し受けます。 

８ サービス内容 

（１）身体介護に関すること 

日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。 

  排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護 

（２）機能訓練に関すること 

体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓

練を行います。 

（３）アクティビティ・サービスに関すること 

ご利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・ 

サービスを実施します。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・

向上、自信の回復や情緒安定を図ります。 

 レクリエーション．音楽活動．制作活動．行事的活動．体操 

（４）送迎に関すること 

ご利用者に対し送迎サービスを提供します。送迎車両には通所介護サービス従事者が添乗し、必

要な支援を行います。 

（５）相談・助言に関すること 

ご利用者及びそのご家族様の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 

９ サービスの利用方法等 

（１）ご利用申し込み 

居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)、あるいは地域包括支援センターへ介護予

防サービス計画表、介護予防マネジメントケアプランの作成を依頼している場合は、事前に担当

職員にご相談下さい。本書によりサービス提供に関する重要事項をご説明し、利用者の同意を得

たうえで契約書をもって締結します。 

（２）重要事項の説明・サービス提供のご契約 

      ご利用に関わる重要事項の説明をし、ご了承を頂いてからご契約を交わさせていただきます。心

身状況より病状、痛みの確認、姿勢の評価をさせていただきます。 



（３）通所介護計画、介護予防通所型サービス計画の作成、同意・交付 

      通所介護計画書、介護予防通所型サービス計画書を基に通所介護計画、介護予防通所型サービス

計画を作成し、同意を得て交付します。 

（４）通所介護、介護予防通所型サービスの提供 

      通所介護計画、介護予防通所型サービス計画に沿ってサービスを提供致します。 

（５）サービスの終了 

①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、サービスの終了を希望する日の 3 日前までに

お申し出ください。 

②人員不足等ややむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がございますが、

その場合は終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ご利用者が介護保険施設に入所した場合、要介護認定区分が「非該当(自立)」となった場合、亡

くなられた場合は自動的に終了とさせていただきます。 

（６）その他 

①当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、ご利用者の個人情報をみだりに漏洩し

た場合、ご利用者やそのご家族に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業所が破産

した場合、ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了できます。 

②サービスのお支払いが 3 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにも係わらず 14 日以内に

お支払いいただけない場合、当事業所は文書で解約を通知することによって、即座にサービス

を終了させていただく場合があります。 

③ご利用者やそのご家族が、当事業所やその従業員に対して契約を継続しがたい程の背信行為を

行った場合には、当事業所は文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了させ

ていただく場合があります。 

10 利用料金 

  料金表一覧のとおり 

  介護保険を利用する場合の負担割合は、区市町村が発行する負担割合証によって、１割～３割負担にな

ります。ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率によります。 

  【請求とお支払い方法】 

  （１）請求 

   利用料、その他費用は、月ごとに請求させていただきます。 

   請求書は、サービス利用月の翌月２０日までに発行し、通知いたします。 

（２）お支払い方法 

     サービス利用翌月２７日までに下記の方法よりお支払いください。 

     （ア）利用者指定のお口座より引き落とし 

     （イ）事業者指定の口座へお振り込み（手数料はご負担ください） 

  （３）領収書の発行 

     入金の確認が取れましたら、領収書を発行いたします。再発行は致しかねますので、大切に保管

してください。 

 

 

 



【料金表一覧】 (通常規模型 通所介護費・3 時間以上 4 時間未満)       令和 6 年 4 月１日現在 

・対象となる費用および加算は以下の表より対象となる項目にチェックのついているものを適用します。 

・条件の変更（ 介護区分の変更、施設の加算要件の変更など）の場合は適用項目の変更を都度行います。 

要介護の方 単位 利用料金 負担割合 1 割・２割・３割 チェック 

要介護 1 の方 370 単位 3966 円/日 397 円・794 円・1190 円/日 □ 

要介護２の方 423 単位 4534 円/日 454 円・907 円・1361 円/日 □ 

要介護 3 の方 479 単位 5134 円/日 514 円・1027 円・1541 円/日 □ 

要介護 4 の方 533 単位 5713 円/日 572 円・1143 円・1714 円/日 □ 

要介護 5 の方 588 単位 6303 円/日 631 円・1261 円・1891 円/日 □ 

個別機能訓練加算Ⅰイ 56 単位 600 円/日 60 円・120 円・180 円/日 □ 

個別機能訓練加算Ⅰロ 76 単位 814 円/日 82 円・163 円・245 円/日 □ 

個別機能訓練加算Ⅱ 20 単位 214 円/月 22 円・43 円・65 円/月 □ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 単位  64 円/日 7 円・13 円・20 円/日 □ 

生活機能向上連携加算 100 単位 1072 円/3 ヵ月 108 円・215 円・322 円/3 ヵ月 □ 

科学的介護推進体制加算 40 単位 428 円/月 43 円・86 円・129 円/月 □ 

ADL 維持等加算Ⅱ 60 単位 643 円/月 65 円・129 円・193 円/月 □ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位×9.0% □ 

町田市の要支援 1・2、事業対象者の方 

要支援１・事業対象者（週１回） 1,798 単位 19,274 円/月 1,928 円・3,855 円・5,783 円/月 □ 

要支援２（週１回） 1,811 単位 19,413 円/月 1,942 円・3,883 円・5,824 円/月 □ 

要支援２・事業対象者（週２回） 3,621 単位 38,817 円/月 3,882 円・7,764 円・11,646 円/月 □ 

事業所評価加算 120 単位 1,286 円/月 129 円・258 円・386 円/月 □ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ1 24 単位 257 円/月 26 円・52 円・78 円/月 □ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ2 48 単位    514 円/月 52 円・103 円・155 円/月 □ 

生活機能向上連携加算 100 単位 1072 円/3 ヵ月 108 円・215 円・322 円/3 ヵ月 □ 

科学的介護推進体制加算 40 単位 428 円/月 43 円・86 円・129 円/月 □ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位×9.0% □ 

川崎市の要支援 1・2、事業対象者の方 

要支援 1・事業

対象者の方 

1～4 回月 339 単位  3,634 円/日 364 円・727 円・1,091 円/日 □ 

5 回/月 1,697 単位 18,191 円/月 1,820 円・3,639 円・5,458 円/月 □ 

要支援 2 の方 

 

1～8 回/月 348 単位  3,730 円/日 373 円・746 円・1,119 円/日 □ 

9～10 回/月 3,478 単位 37,284 円/月 3,729 円・7,457 円・11,186 円/月 □ 

事業所評価加算 120 単位  1,286 円/月 129 円・258 円・386 円/月 □ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ1 24 単位    257 円/月 26 円・52 円・78 円/月 □ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ2 48 単位    514 円/月 52 円・103 円・155 円/月 □ 

生活機能向上連携加算 100 単位 1072 円/3 ヵ月 108 円・215 円・322 円/3 ヵ月 □ 

科学的介護推進体制加算 40 単位 428 円/月 43 円・86 円・129 円/月 □ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位×9.0% □ 



【料金計算式】 

 ひと月利用の合計単位数（基本単位+加算単位）×※地域区分単価=費用合計  

費用合計-（費用合計×{負担割合 0.9(1 割)または 0.8(2 割)または 0.7(3 割)}）+保険外費用＝利用者負担額 

 

※厚生労働省より定められている地域区分単価をかけた数字が利用料金となります。地域区分単価は事業

所所在地の区市町村の等級で決められています。町田市（２級地）＝１単位あたり 10.72 円 

  第一号通所事業の方（要支援・事業対象者）はお住まいの区市町村の等級になります。 

町田市、川崎市の方１単位あたり 10.72 円 

 

【1 ヶ月のご利用料金の目安】  

（要介護の方） 

（4 週で計算） 説明時の要介護度（     ）  自己負担割合証（ 1 割 ・ 2 割 ・ 3 割 ） 

1 ヶ月のご利用金額の目安          円  

（町田市、川崎市の要支援・事業対象者の方） 

        説明時の要介護度（     ）  自己負担割合証（ 1 割 ・ 2 割 ・ 3 割 ） 

1 ヶ月週 1 回/4 週 ご利用時のご利用料金の目安                  円  

1 ヶ月週２回/4 週 ご利用時のご利用料金の目安                  円 

 

注１ 加算費用については、対象となる費用のみ記載しています。 

注２ 利用者負担額は、厚生労働省に定められた計算法に基づき計算しておりますが、実際の請求において

合算のうえ計算した金額と端数において多少の誤差が生じる場合がございますのでご了承下さい。 

注３ 人員配置・算定要件により、加算の算定・変更となる場合があります。 

注４ 介護保険の場合は利用料金の１割、2 割あるいは 3 割が利用者負担額になります。（利用者負担の減免、

公費負担がある場合などはその負担率によります。） 

注５ 利用者の介護保険の区分支給限度額を超えた場合は超えた単位数は保険対象外となり、全額自己負担

していただきます。（利用料金の 10 割負担） 

 

【介護保険給付対象外サービスの利用料】 

おむつ代 おむつ  300 円   パットも別途 300 円 

通常の時間を超える時間帯利用 対応不可 

通常の実施地域を超える交通費 通常の提供地域を超えた地点から片道 1 ㎞あたり 100 円 

その他日常生活費 希望されるアクティビティにかかる材料費の実費 

通常の時間を越える時間帯利用料 対応不可 

＊但し 自宅に帰れない等の状況に陥った場合など必要な方には実費で提供時間外の食事の対応は可能です。 

 

 

 

 



11 緊急時の対応方法 

 ・病状等の急変時、非常事故など 

サービスの提供中に容体の急変等の緊急事故が発生した場合は事前の打ち合わせにより、ご利用者の

主治医、救急隊、利用者の家族、介護支援専門員(ケアマネージャー)、地域包括支援センターの担当者

等に連絡いたします。 

・非常災害時 

サービス提供中に天災、その他非常災害が発生した場合は、消防計画にそって、ご利用者を安全な場所

への避難誘導を講じます。安全の確認後ご利用者のご家族へ必要な連絡をいたします。 

防火管理者 鈴木 宏通   防災訓練、避難訓練、通報訓練を年２回行なっています。 

12 事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者がお住まいの区市町村、利用者の家族、居宅介護

支援事業所あるいは地域包括支援センター等に連絡いたします。また、当事業所の介護サービス提供中

に賠償すべき事故が発生した場合は、すみやかに損害賠償いたします。なお、当事業所は損害保険会社

と損害賠償保険契約を結んでおります。 

13 サービス内容等に関する苦情・相談について 

サービスの内容等に苦情・相談がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。 

①  当事業所の窓口 〒195-0053 東京都町田市能ヶ谷６丁目２番５０号 

相談担当者 鈴木 宏通 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

電話 042-708-0057  FAX 042-708-0206 

②  地域包括支援センター及び 

居宅介護支援事業所の窓口 

 

③  お住まいの区市町村の 

相談窓口 

町田市     高齢者介護課  042-724-2140 

川崎市麻生区  高齢者支援課  044-965-5146 

④  お住まいの都県の 

国民健康保険団体連合会 

東京都  03-6238-0177（苦情相談窓口へ直通） 

神奈川県 0570-022-110 

14 記録の保管 

  サービス提供の記録は保管し、記録の閲覧も可能です。写しが必要の場合は実費費用がかかります。交

付に関しては本人及び家族に限ります。 

15 重要事項説明書の変更 

  重要事項説明書に記載した内容に変更が生じる事が予想される場合や変更された場合には、ご利用者に

その内容を書面にて通知し、口頭で説明をいたします。書面での直接交付が難しい場合は郵便にて書面

を送らせて頂きます。ご利用者の同意が必要とされるサービス内容の変更および料金表の変更の場合は

別紙書面の同意書でご説明、同意、交付を行います。そのほかの変更点につきまして、書面にて交付し、

交付日から１月以内にご不明点などご連絡が無い場合は同意したものとみなします。 

16 個人情報の保護に関する取り扱いについて 

  事業所が得たご利用者又はそのご家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の 

目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはご利用者又はそのご家族の同意を

得るものとします。 

 



17 その他、留意事項 

  ・利用のキャンセルについて 

   サービスのご利用前にキャンセル日時と事由についてご連絡をお願いいたします。度重なるキャンセ

ルが続きますと契約の解除になる場合もありますので、ご注意ください。 

  ・サービスの中止について 

   ご利用者の健康状態によってはサービスを中止することがあります。またご利用中急な体調不良など

の場合においては緊急連絡先に連絡し、必要な措置を適切に行います。また他のご利用者の健康に影

響を与える可能性のある状態（感染症など）が明らかな場合、もしくは可能性でも速やかに申告をし

てください。体調の改善までサービスの利用が難しい場合があります。 

  ・送迎について 

   交通状況により、送迎車両の到着時間が予定よりずれる場合がありますので、自宅内にて待機してい

てください。大幅に遅れる事態はご連絡を入れさせていただきます。 

 

当事業所は、利用者及びご家族様に通所介護、第一号通所事業サービスの提供開始にあたり、サー

ビス内容を含む重要事項、料金について説明致しました。 

令和    年   月   日 

＜事業所名称＞ あすかフィジカルセンター 鶴川 

＜事業所住所＞ 東京都町田市能ヶ谷６丁目２番５０号 

＜管 理 者＞ 鈴木 宏通 

＜説 明 者＞                    

 

 

私は、サービス内容及び重要事項、料金について、あすかフィジカルセンター 鶴川から説明を受

け、同意し、交付を受けました。 

令和    年   月   日 

 

＜利用者＞  住所                          

        

       氏名                        印 

 

＜代理人＞  住所                          

 

       氏名                        印（続柄      ） 

 

 

 

 


